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１ 基本的な考え方 

特定健康診査等で得られる健康情報等の取扱いについては、個人情報の保護に関する

法律及びこれに基づくガイドライン等を踏まえた対応を行います。その際には、対象者

の利益を最大限に保証するため個人情報の保護に十分に配慮しつつ、効果的・効率的な

健診・保健指導を実施する立場から、収集された個人情報を有効に利用します。 

 

２ 記録の保存方法 

    特定健康診査・特定保健指導のデータ管理は、北海道国民健康保険団体連合会へ委託

します。このデータは、原則として最低５年間保存されます。 

 

３ 個人情報の取り扱い及び守秘義務規定の遵守 

個人情報の取扱いに関しては、個人情報保護法に基づく「国民健康保険組合における

個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」、「伊達市個人情報保護条例」（2004 年

（平成 16年）条例第 26号）に基づいて行います。 

特定健康診査等を外部に委託する際は、個人情報の厳重な管理や、目的外使用の禁止

等を契約書に定めるとともに、委託先の契約遵守状況を管理していきます。 

  

第６章 個人情報の保護 


